
　
子
育
て
家
庭
に
対
す
る
支
援
の
拡
充
と
し
て
、
新

た
に
高
校
生
等
の
入
院
費
助
成
を
行
い
ま
す
。
令
和

５
年
４
月
診
療
分
よ
り
助
成
対
象
と
な
り
ま
す
。

申
請
に
は
領
収
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
領

収
書
の
保
管
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
拡
充
対
象
者

高
校
生
等（
18
歳
に
な
っ
た
年
の
年
度
末
ま
で
）

　
※
た
だ
し
、
他
の
福
祉
医
療
費
助
成
制
度
の
対
象
と
な
る
場
合
は
除
き
ま
す
。

●
助
成
内
容

令
和
５
年
４
月
以
降
の
入
院
に
か
か
る
保
険
診
療
の
自
己
負
担
す

べ
て（
た
だ
し
、
通
院
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。）

　
※
学
校
の
管
理
下
に
お
け
る
負
傷
等
の
場
合
、
学
校
を
通
じ
て
日
本
ス
ポ
ー
ツ

振
興
セ
ン
タ
ー
災
害
給
付
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
受
付
開
始
時
期
　
４
月
か
ら（
支
払
時
期
は
10
月
以
降
と
な
り
ま
す
。）

●
申
請
に
必
要
な
も
の

・
領
収
書

　
・
通
帳

　
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の

　
・
本
人
確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
等
）

・
高
額
療
養
費
等
の
給
付
額
が
確
認
で
き
る
書
類（
該
当
す
る
方
の
み
）

受
給
券
の
発
行
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
旦
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
健
康
保
険
の

自
己
負
担
金
を
お
支
払
い
い
た
だ
き
、
後
日
、
住
民
課
保
険
年
金
担
当
で
払
い

戻
し
の
手
続
き（
償
還
払
い
の
申
請
）を
お
願
い
し
ま
す
。

　
町
で
は
、
子
ど
も
た
ち
と
子
育
て
世
代
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
た
め
、
小
・
中
学
生
を
対
象
に
医

療
費
の
助
成
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
助
成
を
受
け
る
た
め
に
は
、
事
前
に
受

給
券
の
切
り
替
え
が
必
要
で
す
。

　
４
月
か
ら
小
学
校
へ
入
学
さ
れ
る
方
に
は
、

２
月
中
旬
に
申
請
案
内
を
郵
送
し
ま
し
た
。
申

請
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
左
記
ま
で
申
請
書

の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

４
月
中
に
申
請
書
等
を
提
出
さ
れ
な
い
と
、

４
月
か
ら
助
成
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
経
済
的
な
理
由
に
よ
っ
て
、
小
・
中
学
校

へ
の
就
学
に
支
援
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
家

庭
に
対
し
て
、
学
用
品
費
や
給
食
費
な
ど
の

一
部
を
援
助
す
る
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
制
度
の
利
用
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
各
学

校
ま
た
は
学
校
教
育
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
対
象

　
町
内
に
住
所
を
有
し
、
町
内
の
小
・
中
学

校
お
よ
び
県
立
中
学
校
に
子
ど
も
が
在
籍
す

る
家
庭
で
、
世
帯
全
員
の
前
年
の
所
得
合
計

が
基
準
以
下
の
家
庭
な
ど
。

●
申
請
方
法

　
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
必
要

書
類
を
添
え
て
各
学
校
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い（
申
請
書
は
、
各
学
校
や
学
校
教
育
課
ま
た

は
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
）。
年

度
途
中
で
の
申
請
も
随
時
受
付
し
て
い
ま
す
。

認
定
さ
れ
た
場
合
、
申
請
月
の
翌
月
か
ら
該

当
に
な
り
ま
す
。

保
険
の
対
象
と
な
る
施
術

保
険
の
対
象
と
な
ら
な
い
施
術

◎
医
師
や
柔
道
整
復
師
に
、
骨
折
、
脱だ

っ

臼き
ゅ
う、

打だ

撲ぼ
く

、
ね
ん
ざ
、
肉
離
れ
な
ど
と
診
断
ま

た
は
判
断
さ
れ
、
施
術
を
受
け
た
と
き

※
骨
折
お
よ
び
脱
臼
に
つ
い
て
は
、
応
急
手

当
を
す
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
医

師
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

●
単
な
る
疲
労
や
慢
性
的
な
要
因
か
ら
く

る
肩
こ
り
や
筋
肉
疲
労

●
脳の

う

疾し
っ

患か
ん

後こ
う

遺い

症し
ょ
う

な
ど
の
慢
性
病
や
症
状

の
改
善
の
み
ら
れ
な
い
長
期
の
施
術

●
仕
事
中
や
通
勤
途
上
に
起
き
た
負
傷（
労

災
保
険
の
対
象
と
な
る
場
合
）な
ど

　
施
術
を
受
け
る
際
は
、以
下
の
こ
と
に
注

意
し
、正
し
く
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

施
術
を
う
け
る
と
き
の
注
意

①
負
傷
の
原
因
を
正
確
に
伝
え
ま
し
ょ
う

　
交
通
事
故
な
ど
の
第
三
者
行
為
に
よ
る

施
術
の
場
合
は
、左
記
ま
で
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

②
施
術
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
は
、医
師
の

診
断
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
内
科
的
要
因
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、

医
師
の
診
断
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

③
療
養
費
支
給
申
請
書
の
内
容
を
よ
く
確
認

し
ま
し
ょ
う

　
接
骨
院
で
施
術
を
受
け
る
場
合
、療
養

費
支
給
申
請
書
に
署
名
が
必
要
と
な
り
ま

す
。こ
の
申
請
書
に
は
、傷
病
名
や
施
術

内
容
、回
数
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、内
容
を
確
認
し
て
か
ら
署
名
し
ま

し
ょ
う
。

④
領
収
証
は
必
ず
も
ら
い
ま
し
ょ
う

　
領
収
証
は
保
管
し
て
お
き
、医
療
費
通

知
で
金
額
・
日
数
の
確
認
を
し
て
く
だ
さ

い
。ま
た
、医
療
費

控
除
を
受
け
る
際

に
も
必
要
で
す
。

大
切
に
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
住
民
課
　
保
険
年
金
担
当
　
☎
0
7
4
8
-5
2
-6
5
8
4

柔
道
整
復
師（
接
骨
院・整
骨
院
）の
か
か
り
方

国
民
健
康
保
険

み
ん
な
で
支
え
あ
う

20
歳
以
上
の
学
生
の
皆
さ
ん

学
生
納
付
特
例
制
度
は
ご
存
知
で
す
か
？

　
国
民
年
金
に
は
、
学
生
本
人
の
前
年
所

得
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し
て

承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
る「
学
生
納
付
特
例
制
度
」が
あ
り
ま

す
。
対
象
と
な
る
の
は
、
20
歳
以
上
の
学

生
の
方
で
す
。

　
な
お
、
学
生
納
付
特
例
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
毎
年
度
申
請
が
必
要
で
す
。

　
申
請
さ
れ
る
方
は
、
学
生
証
ま
た
は
在

学
期
間
の
わ
か
る
証
明
書
を
持
っ
て
、
草

津
年
金
事
務
所
ま
た
は
住
民
課
ま
で
お
越

し
く
だ
さ
い
。

　
学
生
納
付
特
例
が
承
認
さ
れ
た
期
間

は
、
将
来
支
給
さ
れ
る「
老
齢
基
礎
年
金
」

の
受
給
に
必
要
な
期
間（
受
給
資
格
期
間
）

に
算
入
さ
れ
る
ほ
か
、
万
一
の
場
合
に
支

給
さ
れ
る「
障
害
基
礎
年
金
」や「
遺
族
基

礎
年
金
」の
受
給
資
格
期
間
に
も
反
映
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ

ま
せ
ん
。

　
承
認
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
は
、
10
年

以
内
で
あ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付（
追

納
）す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
追
納
さ
れ

る
と
老
齢
基
礎
年
金
の
額
に
反
映
さ
れ
ま

す
。

　
追
納
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
草
津
年

金
事
務
所
ま
た
は
住
民
課
ま
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先
　

　
日
本
年
金
機
構
　
草
津
年
金
事
務
所

　
　（
国
民
年
金
課
）　

　
　
☎
０
７
７
-５
６
７
-
２
２
２
０

　
住
民
課
　
保
険
年
金
担
当
　

　
　
☎
0
7
4
8
-5
2
-6
5
8
4

◆
問
い
合
わ
せ
先
　

　
教
育
委
員
会
事
務
局
　
学
校
教
育
課
　

☎
0
7
4
8
-5
2
-6
5
6
4

◆
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先
　

　
住
民
課
　
保
険
年
金
担
当
　

☎
0
7
4
8
-5
2
-6
5
8
4

　
施
術
を
受
け
る
と
き
は
、
健
康
保
険
の
対
象
に
な
る
場
合
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

小
・
中
学
校

日
野
町
就
学
援
助
制
度
の

ご
案
内

子
ど
も
医
療
費
受
給
券
の

切
り
替
え
手
続
き
は

お
済
み
で
す
か
？

子
育
て
家
庭
に
対
す
る
支
援
の
拡
充

高
校
生
等
の
入
院
費
の
無
償
化
を
始
め
ま
す
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子
育
て
家
庭
に
対
す
る
支
援
の
拡
充
と
し
て
、
新

た
に
高
校
生
等
の
入
院
費
助
成
を
行
い
ま
す
。
令
和

５
年
４
月
診
療
分
よ
り
助
成
対
象
と
な
り
ま
す
。

申
請
に
は
領
収
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
領

収
書
の
保
管
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
拡
充
対
象
者

高
校
生
等（
18
歳
に
な
っ
た
年
の
年
度
末
ま
で
）

　
※
た
だ
し
、
他
の
福
祉
医
療
費
助
成
制
度
の
対
象
と
な
る
場
合
は
除
き
ま
す
。

●
助
成
内
容

令
和
５
年
４
月
以
降
の
入
院
に
か
か
る
保
険
診
療
の
自
己
負
担
す

べ
て（
た
だ
し
、
通
院
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。）

　
※
学
校
の
管
理
下
に
お
け
る
負
傷
等
の
場
合
、
学
校
を
通
じ
て
日
本
ス
ポ
ー
ツ

振
興
セ
ン
タ
ー
災
害
給
付
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
受
付
開
始
時
期
　
４
月
か
ら（
支
払
時
期
は
10
月
以
降
と
な
り
ま
す
。）

●
申
請
に
必
要
な
も
の

・
領
収
書

　
・
通
帳

　
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の

　
・
本
人
確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
等
）

・
高
額
療
養
費
等
の
給
付
額
が
確
認
で
き
る
書
類（
該
当
す
る
方
の
み
）

受
給
券
の
発
行
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
旦
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
健
康
保
険
の

自
己
負
担
金
を
お
支
払
い
い
た
だ
き
、
後
日
、
住
民
課
保
険
年
金
担
当
で
払
い

戻
し
の
手
続
き（
償
還
払
い
の
申
請
）を
お
願
い
し
ま
す
。

　
町
で
は
、
子
ど
も
た
ち
と
子
育
て
世
代
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
た
め
、
小
・
中
学
生
を
対
象
に
医

療
費
の
助
成
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
助
成
を
受
け
る
た
め
に
は
、
事
前
に
受

給
券
の
切
り
替
え
が
必
要
で
す
。

　
４
月
か
ら
小
学
校
へ
入
学
さ
れ
る
方
に
は
、

２
月
中
旬
に
申
請
案
内
を
郵
送
し
ま
し
た
。
申

請
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
左
記
ま
で
申
請
書

の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

４
月
中
に
申
請
書
等
を
提
出
さ
れ
な
い
と
、

４
月
か
ら
助
成
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
経
済
的
な
理
由
に
よ
っ
て
、
小
・
中
学
校

へ
の
就
学
に
支
援
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
家

庭
に
対
し
て
、
学
用
品
費
や
給
食
費
な
ど
の

一
部
を
援
助
す
る
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
制
度
の
利
用
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
各
学

校
ま
た
は
学
校
教
育
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
対
象

　
町
内
に
住
所
を
有
し
、
町
内
の
小
・
中
学

校
お
よ
び
県
立
中
学
校
に
子
ど
も
が
在
籍
す

る
家
庭
で
、
世
帯
全
員
の
前
年
の
所
得
合
計

が
基
準
以
下
の
家
庭
な
ど
。

●
申
請
方
法

　
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
必
要

書
類
を
添
え
て
各
学
校
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い（
申
請
書
は
、
各
学
校
や
学
校
教
育
課
ま
た

は
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
）。
年

度
途
中
で
の
申
請
も
随
時
受
付
し
て
い
ま
す
。

認
定
さ
れ
た
場
合
、
申
請
月
の
翌
月
か
ら
該

当
に
な
り
ま
す
。

保
険
の
対
象
と
な
る
施
術

保
険
の
対
象
と
な
ら
な
い
施
術

◎
医
師
や
柔
道
整
復
師
に
、
骨
折
、
脱だ

っ

臼き
ゅ
う、

打だ

撲ぼ
く

、
ね
ん
ざ
、
肉
離
れ
な
ど
と
診
断
ま

た
は
判
断
さ
れ
、
施
術
を
受
け
た
と
き

※
骨
折
お
よ
び
脱
臼
に
つ
い
て
は
、
応
急
手

当
を
す
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
医

師
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

●
単
な
る
疲
労
や
慢
性
的
な
要
因
か
ら
く

る
肩
こ
り
や
筋
肉
疲
労

●
脳の

う

疾し
っ

患か
ん

後こ
う

遺い

症し
ょ
う

な
ど
の
慢
性
病
や
症
状

の
改
善
の
み
ら
れ
な
い
長
期
の
施
術

●
仕
事
中
や
通
勤
途
上
に
起
き
た
負
傷（
労

災
保
険
の
対
象
と
な
る
場
合
）な
ど

　
施
術
を
受
け
る
際
は
、以
下
の
こ
と
に
注

意
し
、正
し
く
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

施
術
を
う
け
る
と
き
の
注
意

①
負
傷
の
原
因
を
正
確
に
伝
え
ま
し
ょ
う

　
交
通
事
故
な
ど
の
第
三
者
行
為
に
よ
る

施
術
の
場
合
は
、左
記
ま
で
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

②
施
術
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
は
、医
師
の

診
断
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
内
科
的
要
因
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、

医
師
の
診
断
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

③
療
養
費
支
給
申
請
書
の
内
容
を
よ
く
確
認

し
ま
し
ょ
う

　
接
骨
院
で
施
術
を
受
け
る
場
合
、療
養

費
支
給
申
請
書
に
署
名
が
必
要
と
な
り
ま

す
。こ
の
申
請
書
に
は
、傷
病
名
や
施
術

内
容
、回
数
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、内
容
を
確
認
し
て
か
ら
署
名
し
ま

し
ょ
う
。

④
領
収
証
は
必
ず
も
ら
い
ま
し
ょ
う

　
領
収
証
は
保
管
し
て
お
き
、医
療
費
通

知
で
金
額
・
日
数
の
確
認
を
し
て
く
だ
さ

い
。ま
た
、医
療
費

控
除
を
受
け
る
際

に
も
必
要
で
す
。

大
切
に
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
住
民
課
　
保
険
年
金
担
当
　
☎
0
7
4
8
-5
2
-6
5
8
4

柔
道
整
復
師（
接
骨
院・整
骨
院
）の
か
か
り
方

国
民
健
康
保
険

み
ん
な
で
支
え
あ
う

20
歳
以
上
の
学
生
の
皆
さ
ん

学
生
納
付
特
例
制
度
は
ご
存
知
で
す
か
？

　
国
民
年
金
に
は
、
学
生
本
人
の
前
年
所

得
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し
て

承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
る「
学
生
納
付
特
例
制
度
」が
あ
り
ま

す
。
対
象
と
な
る
の
は
、
20
歳
以
上
の
学

生
の
方
で
す
。

　
な
お
、
学
生
納
付
特
例
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
毎
年
度
申
請
が
必
要
で
す
。

　
申
請
さ
れ
る
方
は
、
学
生
証
ま
た
は
在

学
期
間
の
わ
か
る
証
明
書
を
持
っ
て
、
草

津
年
金
事
務
所
ま
た
は
住
民
課
ま
で
お
越

し
く
だ
さ
い
。

　
学
生
納
付
特
例
が
承
認
さ
れ
た
期
間

は
、
将
来
支
給
さ
れ
る「
老
齢
基
礎
年
金
」

の
受
給
に
必
要
な
期
間（
受
給
資
格
期
間
）

に
算
入
さ
れ
る
ほ
か
、
万
一
の
場
合
に
支

給
さ
れ
る「
障
害
基
礎
年
金
」や「
遺
族
基

礎
年
金
」の
受
給
資
格
期
間
に
も
反
映
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ

ま
せ
ん
。

　
承
認
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
は
、
10
年

以
内
で
あ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付（
追

納
）す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
追
納
さ
れ

る
と
老
齢
基
礎
年
金
の
額
に
反
映
さ
れ
ま

す
。

　
追
納
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
草
津
年

金
事
務
所
ま
た
は
住
民
課
ま
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先
　

　
日
本
年
金
機
構
　
草
津
年
金
事
務
所

　
　（
国
民
年
金
課
）　

　
　
☎
０
７
７
-５
６
７
-
２
２
２
０

　
住
民
課
　
保
険
年
金
担
当
　

　
　
☎
0
7
4
8
-5
2
-6
5
8
4

◆
問
い
合
わ
せ
先
　

　
教
育
委
員
会
事
務
局
　
学
校
教
育
課
　

☎
0
7
4
8
-5
2
-6
5
6
4

◆
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先
　

　
住
民
課
　
保
険
年
金
担
当
　

☎
0
7
4
8
-5
2
-6
5
8
4

　
施
術
を
受
け
る
と
き
は
、
健
康
保
険
の
対
象
に
な
る
場
合
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

小
・
中
学
校

日
野
町
就
学
援
助
制
度
の

ご
案
内

子
ど
も
医
療
費
受
給
券
の

切
り
替
え
手
続
き
は

お
済
み
で
す
か
？

子
育
て
家
庭
に
対
す
る
支
援
の
拡
充

高
校
生
等
の
入
院
費
の
無
償
化
を
始
め
ま
す
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